
JP 4773679 B2 2011.9.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体が着脱可能に装着される記憶媒体装着部と、
　システム用ディスクが着脱可能に装着される第二の記憶媒体装着部と、
　前記記憶媒体に電力を供給する電源と、
　前記記憶媒体装着部に装着された前記記憶媒体を覆う蓋部と、
　前記第二の記憶媒体装着部に装着されたシステム用ディスクを覆う第二の蓋部と、
　前記電源を休止状態にする休止手段と、
　前記電源を稼動状態にする電源稼動手段と、
　前記第二の蓋部が開状態である場合、該第二の蓋部を閉じることを促す旨の報知を行う
報知手段と、
　前記電源を休止状態にする場合、前記蓋部を固定することにより、前記記憶媒体装着部
からの前記記憶媒体の着脱を制限し、前記電源が休止状態から稼動状態になり、前記第二
の記憶媒体装着部に前記システム用ディスクが装着されている場合、前記第二の蓋部を固
定することにより、前記第二の記憶媒体装着部からの前記システム用ディスクの着脱を制
限する制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記休止手段により前記情報処理装置の電源を休止状態にする場合、前記記憶媒体を前
記記憶媒体装着部に固定する旨の報知を行う第二の報知手段を有することを特徴とする請
求項１記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記制御手段による制限を解除するための解除情報を取得する取得手段と、
　前記解除情報に基づき、前記制御手段の制限を解除する解除手段とを有することを特徴
とする請求項１又は２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第二の記憶媒体装着部は、前記情報処理装置のシステム用ディスクが装着されるた
めの装着部であり、
　前記第二の記憶媒体装着部に前記システム用ディスク以外の記憶媒体が装着されている
場合、前記システム用ディスク以外の記憶媒体が装着されている旨の報知を行う第三の報
知手段を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記憶媒体が着脱可能な情報処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電子計算機等で使用され且つハードディスク等に代表される記憶媒体の大容量化に
伴い、その信頼性や操作性、セキュリティの向上が望まれている。
【０００３】
例えば、ハードディスクの信頼性向上においては、複数のハードディスクを使用し、RAID
構成を組むことで、その故障率を低下させている。
【０００４】
また、操作性向上においては、記憶媒体としてリムーバブルディスクなるものが登場し、
ディスクの交換作業に係る作業の容易さが飛躍的に向上した。
【０００５】
これらは、ハードディスクのみならず、書き込み可能なDVDやCD、そして、CFカードやSD
カード等といった、より操作が簡単なメディア（記憶媒体）が多数出てきている。
【０００６】
しかし、一方、このように利便性が向上したことにより、記憶媒体の所有者のみならず、
第三者にとっても、取り扱いが簡単となり、盗難の可能性が高くなった。
【０００７】
従来、記憶媒体のセキュリティを高めるための工夫を施した“電子ロック付きファイルベ
イカバーを有する電子計算機及びその制御方法”（特許文献１参照：以下、第１の従来例
と記述する）や、“電子ロック機能付きドアを有する電子計算機”（特許文献２参照：以
下、第２の従来例と記述する）等がある。
【０００８】
第１の従来例においては、記憶媒体ドライブユニットが設けられたファイルベイを覆う形
でベイカバーが設けられ、該ベイカバーには電子ロックが取り付けられている。そして、
ユーザは、物理的な鍵を携帯、若しくは管理する必要がなく、電子制御により施錠操作が
なされることで、セキュリティ面の向上が図れるようになっている。
【０００９】
また、第２の従来例においては、第１の従来例と同様に、記憶媒体ドライブユニットにカ
バーが設けられ、電子ロックが取り付けられている。そして、電子計算機本体とは独立し
た制御部、電源部、通信部を持つ機器により、前記電子ロックの制御を行い、セキュリテ
ィ効果を高めている。
【００１０】
【特許文献１】
特開２０００－１９４４４８号公報
【特許文献２】
特開２００２－３７３０３０号公報
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【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、第１の従来例では、電子ロックの制御は、ネットワークを使用したユーザ
操作により、電子計算機本体の制御部が施錠及び解錠を行っている。そのため、電子計算
機の電源が休止状態であったり、ネットワークが停止状態であったり、停電中であったり
する等、電子ロック機構が正常に動作しないことが考えられ、セキュリティ面での不都合
が生じる。
【００１２】
また、第２の従来例では、電子計算機本体とは独立した機器により、電子ロック制御を行
うことにより、電子計算機本体の電源状態、ネットワーク状態に係らず、電子ロック機構
が正常に動作するものと考えられる。しかしながら、電源部が独立しているために、コン
セントが２個必要であったり、ネットワーク通信部が独立しているために、IPアドレスが
２つ必要になったりする等、ハードウェアが大きくなり、コストも増大してしまうといっ
た問題がある。
【００１３】
また、第１及び第２の従来例では、リムーバブルメディアを挿入し、ユーザが施錠操作を
行うことにより、初めてメディアの取り出しを不可能にしており、ユーザの施錠操作無し
では、メディアは簡単に取り出せる状態にあるという問題は、依然残ったままである。
【００１４】
また、第１及び第２の従来例では、メディア、特に、ハードディスクの種別がシステム用
ディスクであるか、データ用ディスクであるかを判別していない。そのため、ハードディ
スクを装着した後、ユーザ操作により電子ロックを施錠し、電子計算機本体の電源を投入
し、ハードディスクが起動することにより、初めてディスクが、システム用であるかデー
タ用であるかが分る構造になっている。
【００１５】
このように、システム用ディスク及びデータ用ディスクの取り間違いにより、誤ったディ
スクを装着した場合、電子ロックを施錠しているため、これを解錠する操作が必要となっ
てしまい、使い勝手が悪くなってしまっていた。
【００１６】
本発明は、上述した従来技術における問題点を解消するためになされたもので、その目的
は、電子計算機利用者に対して、リムーバブルメディア等の記憶媒体の取り扱いに関する
セキュリティの向上及び操作性の向上を実現することが可能な情報処理装置を提供するこ
とである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明の情報処理装置は、記憶媒体が着脱可能に装着される
記憶媒体装着部と、システム用ディスクが着脱可能に装着される第二の記憶媒体装着部と
、前記記憶媒体に電力を供給する電源と、前記記憶媒体装着部に装着された前記記憶媒体
を覆う蓋部と、前記第二の記憶媒体装着部に装着されたシステム用ディスクを覆う第二の
蓋部と、前記電源を休止状態にする休止手段と、前記電源を稼動状態にする電源稼動手段
と、前記第二の蓋部が開状態である場合、該第二の蓋部を閉じることを促す旨の報知を行
う報知手段と、前記電源を休止状態にする場合、前記蓋部を固定することにより、前記記
憶媒体装着部からの前記記憶媒体の着脱を制限し、前記電源が休止状態から稼動状態にな
り、前記第二の記憶媒体装着部に前記システム用ディスクが装着されている場合、前記第
二の蓋部を固定することにより、前記第二の記憶媒体装着部からの前記システム用ディス
クの着脱を制限する制御手段とを有することを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の各実施の形態を図面に基づき説明する。
【００１９】
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（第１の実施の形態）
まず、本発明の第１の実施の形態について、図１乃至図５に基づき説明する。
【００２０】
図１は、本実施の形態に係る情報処理装置である管理サーバを使用したシステム構成を示
す図である。
【００２１】
図１において、１０１はサーバ装置（情報処理装置）、１０２はネットワーク（パーソナ
ルエリアネットワーク）、１０３はデスクトップPC（パーソナルコンピュータ）から成る
第１のPC（情報端末）、１０４はノートPCから成る第２のPC（情報端末）、１０５はプリ
ンタ（情報端末）、１０６はスキャナ（情報端末）である。
【００２２】
サーバ装置１０１は、ユーザ、各端末１０３～１０６、各種メディア等に対して、それぞ
れにID（識別子）を発行して一括管理する機能を有し、内部に記憶されているデータに対
しても全て暗号化を行い、各データへのアクセスに対して各種ID情報に応じた認証及び処
理を行うものである。サーバ装置１０１は、専用或いは汎用の記憶媒体（メディア）を着
脱可能に装着し得る複数のベイ（記憶媒体装着部）１０１４～１０１６と、該ベイ１０１
４～１０１６の装着口を開閉可能に覆う２つのカバー（蓋）１０１１,１０１２とを有す
る構成になっている。各カバー１０１１,１０１２は、装着口を閉塞した状態において各
ベイ１０１４～１０１６に装着した記憶媒体が必要時以外は取り出せないように電子的に
ロック（鍵）がかかる（施錠される）ように構成されている。図１において、サーバ装置
１０１の正面に位置するカバー扉１０１１には、タッチセンサ付きの液晶表示器等から成
る表示部１０１３が配設されている。この表示部１０１３は、様々な情報の表示や、その
表示画面にペン等で触れることによって、各種設定の入力や情報（例えば、パスワード）
の入力も可能となっている。
【００２３】
ネットワーク１０２は、サーバ装置１０１によって管理されている。第１のPC１０３は、
ネットワーク１０２に接続されている。この第１のPC１０３は、サーバ装置１０１へデー
タを送信し或いはサーバ装置１０１の内部に記憶してあるデータへアクセスする端末とし
て使用される。第２のPC１０４は、ネットワーク１０２に接続されている。この第２のPC
１０４は、サーバ装置１０１へデータを送信し或いはサーバ装置１０１の内部に記憶して
あるデータへアクセスする端末として使用される。プリンタ１０５は、ネットワーク１０
２に接続されており、各種端末１０３～１０６やサーバ装置１０１に記憶されているデー
タを印刷する際に使用する。スキャナ１０６は、ネットワーク１０２に接続されており、
各種端末やサーバ装置１０１へ読み取った画像情報を送信する際に使用する。
【００２４】
サーバ装置１０１の内部には、サーバ機能を実現する第１の制御部と、カバー１０１１,
１０１２や電源、そして、各カバー１０１１,１０１２の電子ロックの管理を行う第２の
制御部とが存在する。第２の制御部は、サーバ装置１０１の本体部へ供給する電源が休止
（オフ）状態であっても、常に動作し続けている。
【００２５】
図２は、本実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置１０１における第１の制御部
及び第２の制御部を中心とした内部機能構成を示すブロック図である。
【００２６】
図２において、２０１は第１の制御部、２０２は第２の制御部、２０３はシステムベイ（
図１のベイ１０１６に相当する）、２０４はデータベイ（図１のベイ１０１４，１０１５
に相当する）、２０５はタッチパネル式入力手段等から成る入力手段、２０６は液晶表示
器等から成る表示出力手段（図１の表示部１０１３に相当する）、２０７は二次電源、２
０８は電源制御手段、２０９は電源スイッチである。
【００２７】
第１の制御部２０１は、CPU（中央演算処理装置）、メモリ、ネットワークインターフェ
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ース等の周辺機能から構成され、図１のネットワーク１０２に接続されている。
【００２８】
第２の制御部２０２は、CPU、メモリ、入力手段ドライバ、表示出力手段ドライバ等の周
辺機能を含んだ構成である。
【００２９】
システムベイ２０３は、サーバ装置１０１の上部に位置している。このシステムベイ２０
３にはカバー（図１のカバー１０１２に相当する）が装備されており、以下、このカバー
をトップカバーと記述する。システムベイ２０３は、第１の記憶装置２０３１、トップカ
バー開閉検知手段２０３２及びトップカバー電子ロック手段２０３３を有している。
【００３０】
第１の記憶装置２０３１には、サーバ装置１０１のシステムとなるOS（オペレーティング
システム）、アプリケーションソフトや、データベース等が格納されたディスク（リムー
バブルメディア：記憶媒体）が着脱可能に挿入される。第１の記憶装置２０３１は、複数
のディスクを用いたRAID構成となっている。トップカバー開閉検知手段２０３２は、トッ
プカバーの開閉状態及び開閉のイベントを検知するもので、その検知信号は、第２の制御
部２０２へ送信される。トップカバー電子ロック手段２０３３は、トップカバーに装備さ
れているものである。該トップカバー電子ロック手段２０３３は、第２の制御部２０２に
より制御され、トップカバーの施錠及び解錠操作が行われる。このトップカバーが施錠状
態であるか解錠状態であるかを示す情報は、第２の制御部２０２のメモリに格納されてい
る。
【００３１】
尚、サーバ装置１０１のシステムが入っているため（後述する）、サーバ装置１０１の本
体部へ供給される電源が休止状態（オフ状態）でなければ、電子ロックの解錠は行われな
いようになっている。
【００３２】
データベイ２０４は、サーバ装置１０１のフロント部に位置している。データベイ２０４
にもカバー（図１のカバー１０１１に相当する）が装備されており、以下、このカバーを
フロントカバーと記述する。データベイ２０４は、第２の記憶装置２０４１、フロントカ
バー開閉検知手段２０４２、フロントカバー電子ロック手段２０４３、DVDドライブ等の
記憶メディア用ドライブ２０４４及びCFカードスロット等の記憶メディア用スロット２０
４５を有している。
【００３３】
第２の記憶装置２０４１には、データ等が入ったディスク（記憶媒体）が着脱可能に挿入
される。この第２の記憶装置２０４１は、RAID構成とはなっていない。フロントカバー開
閉検知手段２０４２は、フロントカバーの開閉状態及び開閉のイベントを検知するもので
、その検知信号は、第２の制御部２０２へ送信される。フロントカバー電子ロック手段２
０４３は、フロントカバーに装備されている。このフロントカバー電子ロック手段２０４
３は、第２の制御部２０２により制御され、フロントカバーの施錠及び解錠操作が行われ
る。このフロントカバーが施錠状態であるか解錠状態であるかを示す情報は、第２の制御
部２０２のメモリに格納されている。記憶メディア用ドライブ２０４４は、DVDや、CD等
の記憶メディアを駆動制御するものである。記憶メディア用スロット２０４５は、CFカー
ド等の記憶メディアを着脱可能に挿入するものである。
【００３４】
入力手段２０５は、サーバ装置１０１のフロントに位置する。この入力手段２０５は、ユ
ーザからの操作入力や、パスワード入力に使われる。入力手段２０５からの入力データは
、第２の制御部２０２へ送信され、該第２の制御部２０２により所定の処理が行われる。
【００３５】
表示出力手段２０６は、入力手段２０５と同様に、サーバ装置１０１のフロントに位置す
る。表示出力手段２０６は、サーバ装置１０１の状態表示や、ユーザへのメッセージ出力
等、サーバ装置１０１のUI（ユーザインタフェース）を表示する。この表示出力手段２０
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６は、第２の制御部２０２により制御されて、表示出力される。
【００３６】
二次電源２０７は、停電時や、AC電源が切断された場合にサーバ装置１０１の本体部へ供
給するための電源である。二次電源２０７は、電源残量検知手段２０７１及び充電手段２
０７２を有している。電源残量検知手段２０７１は、二次電源２０７の残量を検知するも
のである。充電手段２０７２は、AC電源より二次電源２０７に充電するものである。
【００３７】
電源制御手段２０８は、二次電源２０７からサーバ装置１０１の本体部（後述する）への
電源供給を制御するものである。この電源制御手段２０８の制御は、第２の制御部２０２
により行われる。サーバ装置１０１の本体部とは、第１の制御部２０１及びその周辺装置
（各種のメディアドライブ、インタフェース等）を示している。
【００３８】
電源スイッチ検出手段２０９は、サーバ装置１０１に付属する図示しない電源スイッチが
押下（オン）されたことを検出するものである。この電源スイッチは、サーバ装置１０１
へ供給する電源をオン（ON）、またはオフ（OFF）するためのスイッチである。
【００３９】
第２の制御部２０２は、サーバ装置１０１へ供給する電源がオン状態であるかオフ状態で
あるかを示す情報をメモリ（不図示）に格納しており、電源スイッチ検出手段２０９によ
り電源スイッチが押下されたことを検知すると、メモリに格納された電源オン／オフ状態
を示す情報により所定の処理を実行する。
【００４０】
次に、本実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置１０１に装備されるトップカバ
ー及び電子ロック手段２０３３，２０４３の制御動作について、図３のフローチャートを
用いて説明する。
【００４１】
図３のフローチャートは、サーバ装置１０１へ供給する電源が休止状態（オフ状態）であ
り、ユーザによりサーバ装置１０１の電源スイッチが押下された場合の第２の制御部２０
２が行う処理動作の流れを示したものである。
【００４２】
ユーザにより電源スイッチが押下されると（ステップＳ３０１）、これを電源スイッチ検
出手段２０９が検知し、その検出信号が第２の制御部２０２へ送られる（ステップＳ３０
２）。第２の制御部２０２は、電源スイッチ検出手段２０９の検出信号を割り込み信号に
より受信し、トップカバー開閉検知手段２０３２によりトップカバーの開閉状態を確認す
る（ステップＳ３０３）。そして、トップカバーが開状態である場合（ステップＳ３０４
）、出力表示手段２０６へ、“トップカバーを閉めてください”等のメッセージを表示出
力し（ステップＳ３０５）、ユーザにトップカバーを閉めるように促した後、前記ステッ
プＳ３０４へ戻る。
【００４３】
また、ユーザがトップカバーを閉じた場合、または、前記ステップＳ３０４においてトッ
プカバーが閉状態である場合、第２の制御部２０２は、メモリに格納されている情報をロ
ードして、トップカバーがロック（施錠）されているか否かを判断する（ステップＳ３０
６）。そして、トップカバーがロックされていない（アンロック）状態であれば、第２の
制御部２０２は、トップカバー電子ロック手段２０３３により、トップカバーをロックす
る（ステップＳ３０７）。トップカバーをロックした後、または前記ステップＳ３０６に
おいてトップカバーがロックされた状態にある場合、第２の制御部２０２は、電源制御手
段２０９によりサーバ装置１０１へ電源を供給する（ステップＳ３０８）。
【００４４】
以上のように、本実施の形態に係るサーバ装置１０１においては、ユーザが電源スイッチ
を押下した場合、第２の制御部２０２により自動的にトップカバーをロックするようにな
っており、ユーザがトップカバーをロックする操作を格別行わなくても良い。
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【００４５】
また、図３の例では、電源スイッチが押下された場合にトップカバーを自動的にロックす
る例を示したが、図４のフローチャートに示すように、トップカバーが閉じられた場合に
、このトップカバーをロックするようにしても良い。
【００４６】
即ち、ユーザにてトップカバーが閉じられると（ステップＳ４０１）、これをトップカバ
ー開閉検知手段２０３２が検知し（ステップＳ４０２）、その検出信号が第２の制御部２
０２へ送られる。第２の制御部２０２は、トップカバー開閉検知手段２０３２の検知信号
を受信し、トップカバー電子ロック手段２０３３によりトップカバーをロックする（ステ
ップＳ４０３）。
【００４７】
また、図３及び図４の例では、自動的にトップカバーをロックする場合を例示したが、ユ
ーザが入力手段２０５を用いて必要な情報を入力することにより、トップカバーを自動的
にロックすることも可能である。
【００４８】
このように、自動的にトップカバーをロックすることにより、セキュリティ効果が高まり
、また、操作性の向上をも実現可能なサーバ装置１０１を提供することができる。
【００４９】
また、上記の場合以外においても、セキュリティを確保しなければならない場合がある。
【００５０】
サーバ装置１０１の第２の制御部２０２は、トップカバー及びフロントカバーの電子ロッ
ク手段２０３３，２０４３のロック（施錠）、アンロック（解錠）を制御している。第２
の制御部２０２に供給される電源は、サーバ装置１０１の電源と共用している。
【００５１】
よって、停電等によりAC電源からの供給が停止した場合、第２の制御部２０２の電源は、
二次電源２０７から供給される。二次電源２０７が電源を供給できる所定の時間は決まっ
ているため、サーバ装置１０１の本体部のみならず、電子ロック手段２０３３，２０４３
を制御している第２の制御部２０２の電源も休止しなければならない。
【００５２】
図５は、二次電源２０７の残量が少なくなり、第２の制御部２０２の電源も休止する場合
における、トップカバー及びフロントカバー及びそれぞれの電子ロック手段２０３３，２
０４３の制御動作の流れを示すフローチャートである。
【００５３】
サーバ装置１０１がAC電源より電源を供給できない、例えば、停電等の場合、サーバ装置
１０１の本体部には、二次電源２０７から電源が供給される。二次電源２０７が電源を供
給できる所定の時間は決まっており、この所定の時間が経過する前に、AC電源からの電源
供給が無い場合は、サーバ装置１０１の本体部は終了処理を実行しなければならない。
【００５４】
図５において、二次電源２０７の電源容量が少なくなると、これを電源残量検知手段２０
７１が検知し、その検知信号を第２の制御部２０２へ送って通知する（ステップＳ５０１
）。第２の制御部２０２は、一定時間経過後、例えば、５分経過後に終了処理を開始する
ことをユーザへ知らせるために、表示出力手段２０６により警告表示を行う（ステップＳ
５０２）。この警告表示は、例えば、“バッテリ残量が少なくなっています。５分後にシ
ャットダウン処理を開始します。シャットダウン時にはトップカバー及びフロントカバー
をロックします”とのメッセージを表示出力手段２０６へ表示出力する。
【００５５】
このようなメッセージを表示出力手段２０６へ表示出力した後、第２の制御部２０２は、
一定時間（例えば、５分間）のカウントを行う（ステップＳ５０３）。この間に、二次電
源２０７の充電手段２０７４により、AC電源からの充電が開始されなかった場合、第２の
制御部２０２は、まず、サーバ装置１０１の電源を休止するために、第１の制御部２０１
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をシャットダウン処理する（ステップＳ５０４）。第１の制御部２０１は、前記ステップ
Ｓ５０４のシャットダウン処理を終了時、第２の制御部２０２へシャットダウン処理終了
の通知を行う（ステップＳ５０５）。または、第１の制御部２０１と第２の制御部２０２
の通信リンクが切断されたことにより、第２の制御部２０２は、第１の制御部２０１のシ
ャットダウン処理が終了したとみなしても良い。
【００５６】
次に、第２の制御部２０２は、電源制御手段２０７２によりサーバ装置１０１の電源を休
止状態に設定する（ステップＳ５０６）。次に、第２の制御部２０２は、再度トップカバ
ー及びフロントカバーをロック（施錠）する旨のメッセージを表示出力手段２０６により
警告表示する（ステップＳ５０７）。このメッセージは、例えば、“バッテリ残量が少な
くなっています。トップカバー及びフロントカバーをロックして、シャットダウン処理し
ます”といった内容である。
【００５７】
次に、トップカバー及びフロンカバーのロック制御へ移る。
【００５８】
まず、第２の制御部２０２の持つメモリに記録された情報を読み込み、トップカバーがロ
ック（施錠）されているか否かを判断する（ステップＳ５０８）。そして、トップカバー
がアンロック（解錠）状態である場合、第２の制御部２０２は、トップカバー電子ロック
手段２０３２によりトップカバーをロックする（ステップＳ５０９）。トップカバーがロ
ックされた後、または前記ステップＳ５０８においてトップカバーがロック状態であると
判断されると、第２の制御部２０２は、メモリに格納された情報を読み込み、フロントカ
バーがロックされているか否かを判断する（ステップＳ５１０）。そして、フロントカバ
ーがアンロック状態である場合、第２の制御部２０２は、フロントカバー電子ロック手段
２０４３によりフロントカバーをロックする（ステップＳ５１１）。フロントカバーがロ
ックされた後、または前記ステップＳ５１０においてフロントカバーがロック状態である
と判断されると、第２の制御部２０２は、自分自身の電源を休止状態にするために、自身
の終了処理を開始し、第２の制御部２０２の電源を休止状態にする（ステップＳ５１２）
。
【００５９】
以上のように、本実施の形態に係るサーバ装置１０１においては、電子ロック手段２０３
３，２０４３を制御する第２の制御部２０２への電源供給が行われなくなった場合、記憶
媒体（リムーバブルメディア）が挿入されているシステムベイ２０３のトップカバー及び
データベイ２０４のフロントカバーをロックする。これにより、サーバ装置１０１の電源
が休止状態であっても、第１の記憶装置２０３１及び第２の記憶装置２０４１からの記憶
媒体の取り出しが不可能になり、第三者により記憶媒体を勝手に持ち出されるといったこ
とがなく、セキュリティが保たれた状態を維持することができる。
【００６０】
尚、トップカバーをアンロック状態にして、ディスクを取り出すためには、入力手段２０
５から、ディスク取り出しのためのコマンドを入力することにより行う。このコマンドを
第２制御部が受け取り、ユーザから入力されたＩＤ、パスワードと第１記憶部２０３１、
第２記憶部２０４１に記憶されている情報とを比較することにより、ディスクを取り出す
構成となっている。
【００６１】
（第２の実施の形態）
次に、本発明の第２の実施の形態について、図６乃至図９に基づき説明する。
【００６２】
尚、本実施の形態に係る情報処理装置である管理サーバを使用したシステム構成は、図１
と同様であるため、同図を流用して説明する。
【００６３】
図６は、本実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置１０１の内部の構成を示すブ
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ロック図であり、同図において、図２と同一部分には同一符号が付してある。
【００６４】
図６において図２と異なる点は、システムベイ２０３とデータベイ２０４の構成である。
【００６５】
即ち、本実施の形態におけるシステムベイ２０３は、第１の記憶装置２０３１、トップカ
バー開閉検知手段２０３２、トップカバー電子ロック手段２０３３及び第１記憶媒体（デ
ィスク）判別手段２０３４を有している。
【００６６】
また、本実施の形態におけるデータベイ２０４は、第２の記憶装置２０４１、フロントカ
バー開閉検知手段２０４２、フロントカバー電子ロック手段２０４３、第２記憶媒体（デ
ィスク）判別手段２０４６及び記憶媒体（ディスク）排出手段２０４７を有している（DV
Dドライブ２０４４及びCFカードスロット２０４５は有していない。）。
【００６７】
第１の記憶媒体判別手段２０３４は、第１の記憶装置２０３１に挿入されている記憶媒体
が、サーバ装置１０１のシステムであるOSやアプリケーションソフトウェアが入っている
リムーバブルハードディスクか、データが入っているハードディスクかを判別するもので
ある。第１の記憶媒体判別手段２０３４の判別信号は、第２の制御部２０２へ送られる。
【００６８】
第１の記憶媒体判別手段２０３４における、記憶媒体の種別を判断する方法は種々あるが
、ここでは、ハードディスクのインターフェースピンを使用する。システムが入ったハー
ドディスクは、予めシステムがインストールされたときに、テスト用ピンとグランドピン
との間に接続されたヒューズが高電圧を印加されて切断されているため、テスト電圧をか
けても通電しない。これにより、システム用ディスクであると判断される。また、データ
用ディスクの場合は、前記ヒューズが切断されていないため、所定のテストピンに対して
テスト電圧を印加すると通電するので、データ用ディスクであると判断される仕組みとな
っている。
【００６９】
また、第２の記憶媒体判別手段２０４６は、第２の記憶装置２０４１に挿入された記憶媒
体であるディスクがシステム用ディスクであるかデータ用ディスクであるかを判別するも
のである。第２の記憶媒体判別手段２０４６の判別信号は、第２の制御部２０２へ送信さ
れる。この第２の記憶媒体判別手段２０４６も、ここでは第１の記憶媒体判別手段２０３
４と同じ方法で判別するようになっている。
【００７０】
記憶媒体排出手段２０４７は、第２の記憶装置２０４に挿入されている記憶媒体であるデ
ィスクを第２の記憶装置２０４からイジェクト（排出）するものである。記憶媒体排出手
段２０４７は、第２の制御部２０２からの制御信号により動作するものである。第２の制
御部２０２は、ユーザから入力手段２０５によりディスクの排出を要求された場合、また
は、第１の制御部２０１からの要求（例えば、ネットワーク１０２経由でディスクのイジ
ェクトを要求）により、パスワード認証等によるユーザ確認を行った上で、第２の記憶装
置２０４からディスクをイジェクトする。
【００７１】
次に、本実施の形態に係るサーバ装置１０１に装備されるトップカバー及び電子ロック手
段２０３３，２０３４の制御動作について、図７のフローチャートに基づき説明する。
【００７２】
図７のフローチャートは、サーバ装置１０１へ供給する電源が休止状態（オフ状態）であ
り、ユーザによりサーバ装置１０１の電源スイッチが押下された場合の第２の制御部２０
２が行う処理動作の流れを示したものである。
【００７３】
図７において、ユーザにより電源スイッチが押下されると（ステップＳ７０１）、これを
電源スイッチ検出手段２０９が検知し、その検出信号が第２の制御部２０２へ送られる（
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ステップＳ７０２）。第２の制御部２０２は、電源スイッチ検出手段２０９の検出信号を
割り込み信号により受信し、第１のディスク判別手段２０３４により、システムベイ２０
３の第１の記憶装置２０３１にディスクが挿入されているか否かを確認する（ステップＳ
７０３）。そして、システムベイ２０３の第１の記憶装置２０３１にディスクが挿入され
ていない場合、サーバ装置１０１のシステムが無いので、サーバ装置１０１は起動できな
い。第２の制御部２０２は、ユーザにシステム用ディスクを第１の記憶装置２０３１に挿
入することを促すメッセージを、表示出力手段２０６により表示出力する（ステップＳ７
０４）。次に、メモリに記憶された情報を読み込み、トップカバーがロックされているか
否かを確認する（ステップＳ７０５）。そして、トップカバーがロックされていれば、ト
ップカバー電子ロック手段２０３３により、トップカバーをアンロックする（ステップＳ
７０６）。
【００７４】
また、前記ステップＳ７０５において、トップカバーがアンロック状態である場合及び前
記ステップＳ７０６において、トップカバーをアンロックした後は、いずれも前記ステッ
プＳ７０３へ戻って、再度処理が続けられる。
【００７５】
一方、前記ステップＳ７０３において、システムベイ２０３の第１の記憶装置２０３１に
ディスクが挿入されていると確認された場合、第２の制御部２０２は、第１のディスク判
別手段２０３４により、第１の記憶装置２０３１に挿入されているディスクの種別を判別
する（ステップＳ７０７）。そして、第１の記憶装置２０３１に挿入されているディスク
がデータ用ディスクである場合（ステップＳ７０８）、サーバ装置１０１のシステムが存
在しないので、第２の制御部２０２は、ユーザに第１の記憶装置２０３１にシステム用デ
ィスクを挿入することを促すメッセージを、表示出力手段２０６により表示出力する（ス
テップＳ７０４）。
【００７６】
また、前記ステップＳ７０８において、システムベイ２０３の第１の記憶装置２０３１に
挿入されているディスクがシステム用ディスクであると判断された場合、第２の制御部２
０２は、トップカバー開閉検知手段２０３２により、トップカバーの開閉状態を確認する
（ステップＳ７０９）。そして、トップカバーが開状態である場合、“トップカバーを閉
めてください”等のメッセージを表示出力手段２０６により表示出力し、ユーザにトップ
カバーを閉めるように注意を促す（ステップＳ７１１）。ユーザがトップカバーを閉じた
とき、または前記ステップＳ７１０においてトップカバーが閉状態であると判断された場
合、第２の制御部２０２は、自身のメモリに記録した情報を読み込み、トップカバーがロ
ックされているか否かを確認する（ステップＳ７１２）。そして、トップカバーがロック
されていない（アンロック）状態であれば、第２の制御部２０２は、トップカバー電子ロ
ック手段２０３３により、トップカバーをロックする（ステップＳ７１３）。トップカバ
ーをロックした後、または前記ステップＳ７１２において、トップカバーがロックされて
いると確認された場合、第２の制御部２０２は、電源制御手段２０８により、サーバ装置
１０１の本体部へ電源を供給する（ステップＳ７１４）。
【００７７】
以上のように、本実施の形態に係るサーバ装置１０１においては、ユーザが電源スイッチ
を押下したとき、第２の制御部２０２により、第１の記憶装置２０３１に挿入されている
ディスクが、サーバ装置１０１のシステムが格納されたシステム用ディスクであるか否か
を判断し、システム用ディスクであると判断された場合は、トップカバー電子ロック手段
２０３３により自動的にトップカバーがロックするようになっており、ユーザがトップカ
バーをロックする操作を格別行わなくても良い。
【００７８】
また、図７の例では、電源スイッチが押下された場合に、サーバ装置１０１のシステム用
ディスクが第１の記憶装置２０３１に挿入されているか否かを判断し、挿入されていると
判断された場合に、トップカバーをトップカバー電子ロック手段２０３３により自動的に
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ロックする場合を例示したが、上述した第１の実施の形態と同様に、トップカバーが閉じ
られた場合に、該トップカバーをトップカバー電子ロック手段２０３３によりロックする
ようにしても良い。
【００７９】
また、同様に、ユーザが入力手段２０５を用いて、トップカバー及びフロントカバーのロ
ックを行うことも勿論可能である。
【００８０】
図８は、トップカバーが閉じられた場合に、該トップカバーをトップカバー電子ロック手
段２０３３によりロックするようにした場合の処理動作の流れを示すフローチャートであ
り、同図におけるステップＳ８０３～ステップＳ８１４は、上述した図７におけるステッ
プＳ７０３～ステップＳ７１４と同一であるから、これらの説明は省略し、図８特有の処
理動作についてのみ説明する。
【００８１】
ユーザにより電源スイッチが押下されると（ステップＳ８０１）、これを電源スイッチ検
出手段２０９が検知し、その検出信号が第２の制御部２０２へ送られる（ステップＳ８０
２）。その後、ステップＳ８０１～ステップＳ８１４を実行する。
【００８２】
また、図７では、システムベイ２０３の第１の記憶装置２０３１に挿入されているディス
クがシステム用ディスクであるかデータ用ディスクであるかを判断し、トップカバー電子
ロック手段２０３３制御をする例であったが、図６と同じ機能ブロックにおいて、図９の
フローチャートに示すようなデータベイ２０４における制御が可能である。
【００８３】
データベイ２０４において、第２の記憶装置２０４１にディスクが挿入されたことを、第
２のディスク判別手段２０４６が検知し、その検知信号を第２の制御部２０２へ送信する
（ステップＳ９０１）第２の制御部２０２は、第２のディスク判別手段２０４６により第
２の記憶装置２０４１に挿入されているディスクの種別を判別する（ステップＳ９０２）
。そして、第２の記憶装置２０４１に挿入されたディスクがデータ用ディスクであった場
合（ステップＳ９０３）、第２の制御部２０２は、“データ用ディスクが挿入されました
”とのメッセージを、表示出力手段２０６によりユーザに向けて表示出力する（ステップ
Ｓ９０４）。ユーザは、表示出力手段２０６により表示出力されたメッセージにより、デ
ータ用ディスクが第２の記憶装置２０４１に正常に挿入されたことを確認できる。
【００８４】
また、前記ステップＳ９０３において、第２の記憶装置２０４１に挿入されているディス
クがシステム用ディスクであると判断された場合、第２の制御部２０２は、“システム用
ディスクがデータ用ドライブに挿入されました。ディスクをイジェクトします”と言うメ
ッセージを、表示出力手段２０６により表示出力する（ステップＳ９０５）。ユーザは、
表示出力手段２０６により表示出力されたメッセージにより、システム用データを誤って
データ用ドライブ（第２の記憶装置２０４１）に挿入してしまったことが分る。次に、第
２の制御部２０２は、ディスク排出手段２０４７により、第２の記憶装置２０４１からデ
ィスクを排出（イジェクト）する。
【００８５】
前記ステップＳ９０４及び前記ステップＳ９０６の処理が終了後は、いずれも第２の記憶
装置２０４１にディスクが挿入されたイベントによる第２の制御部２０２の処理が終了す
る（ステップＳ９０７）。
【００８６】
以上のような制御により、サーバ装置１０１のシステム用ディスクを誤ってデータベイ２
０３の第１の記憶装置２０３１に挿入してしまい、システムに上書きしてしまったり、シ
ステム用データを破壊してしまったりするミスを、事前に防ぐことが可能である。
【００８７】
このように、自動的にトップカバー及びフロントカバーをロックすることにより、セキュ
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リティの向上、または操作性の向上が図られたサーバ装置を実現することができる。
【００８８】
また、ディスクの種別を判断してトップカバー及びフロントカバーをロックするため、ロ
ック後にディスク装着部である記憶装置への装着違いに気づき、カバーをアンロックして
他のディスクに交換し、再度カバーをロックするといった余計な手間がなくなり、操作性
が向上する。
【００８９】
以上では、本発明の様々な例と実施形態を説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と
範囲は本明細書内の特定の説明と図に限定されるものではなく、本願特許請求の範囲に全
て述べられた様々な修正と変更に及ぶことが可能であることは言うまでもない。
【００９９】
【発明の効果】
本発明の情報処理装置によれば、記憶媒体装着部の装着口を開閉する蓋が閉塞状態におい
て自動的に施錠されるため、蓋の施錠を忘れてしまうことがないので、記憶媒体の取り扱
いに関するセキュリティの向上及び操作性の向上を実現することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置が、パーソナル
エリアネットワークにおいて使用される一例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置の内部機能構成
を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置の本体部の電源
が休止時に、電源スイッチが押下された場合の第２の制御部によるカバー及び電子ロック
手段のロック処理を説明するフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置におけるトップ
カバーが閉じられた場合の、第２の制御部による処理を説明するフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置の二次電源の残
量が少なくなったときの処理を説明するフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置の内部機能構成
を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置の本体部の電源
が休止時に、電源スイッチが押下された場合の、第２の制御部によるカバー及び電子ロッ
ク手段のロック処理を説明するフローチャートである。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置におけるトップ
カバーが閉じられた場合の、第２の制御部による処理を説明するフローチャートである。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置であるサーバ装置におけるデータ
ベイにディスクが装着された場合処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１０１　　　　情報処理装置（サーバ装置）
１０２　　　　パーソナルエリアネットワーク
１０３　　　　デスクトップPC
１０４　　　　ノートPC
１０５　　　　プリンタ
１０６　　　　スキャナ
１０１１　　　フロントカバー
１０１２　　　トップカバー
１０１３　　　液晶画面
１０１４　　　フロントベイ
１０１５　　　フロントベイ
１０１６　　　トップベイ
２０１　　　　第１の制御部
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２０２　　　　第２の制御部
２０３　　　　システムベイ
２０３１　　　第１の記憶装置
２０３２　　　トップカバー開閉検知手段
２０３３　　　トップカバー電子ロック手段
２０３４　　　第１のディスク判別手段
２０４　　　　データベイ
２０４１　　　第２の記憶装置
２０４２　　　フロントカバー開閉検知手段
２０４３　　　フロントカバー電子ロック手段
２０４４　　　DVDドライブ
２０４５　　　CFカードドライブ
２０４６　　　第２のディスク判別手段
２０４７　　　ディスク排出手段
２０５　　　　入力手段（タッチパネル入力手段）
２０６　　　　表示出力手段（液晶出力手段）
２０７　　　　二次電源
２０７１　　　電源残量検知手段
２０７２　　　充電手段
２０８　　　　電源制御手段
２０９　　　　電源スイッチ検出手段

【図１】 【図２】
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